
令和５年度三沢市社会教育委員会議 

及び三沢市公民館運営審議会  

会議録 

 

１．開催日時 

令和５年４月１９日（水）１３時３０分～１５時１０分 

 ２．開催場所 

三沢市公会堂 第８・９・１０集会室 

３．出席者 

（１）三沢市社会教育委員 

  社会教育関係者 山上委員、沼田委員 

  家庭教育関係者 垂井委員、松葉委員 

  学 識 経 験 者 石坂委員、馬場委員、中村委員 以上 7名       

（２）三沢市公民館運営審議会委員 

    学校教育関係者 田浦委員、菊池委員、江渡委員 

社会教育関係者 井上委員、坂本委員 

家庭教育関係者 沼田委員  

   学 識 経 験 者 古田委員、鳥谷部委員      以上 8名 

（３）三沢市立中央公民館長、㈱東北共立・寿商事グループ職員    2名 

（４）三沢市教育委員会 

    山内教育長、田辺教育部長、舘課長、柿崎補佐、大川  5名 

４．欠席者 

（１）三沢市社会教育委員 

  学校教育関係者 太田委員、五十嵐委員 

  社会教育関係者 林委員 

（２）三沢市公民館運営審議会委員 

    社会教育関係者 市村委員 

 家庭教育関係者 土嶺委員、中野渡委員 

  学 識 経 験 者 三上委員 

 ５．議事 

  １）山内教育長あいさつ 

  ２）組織会  

  ３）案件・協議 

    （１）令和５年度の社会教育施策について 

    （２）社会教育関係団体登録の要綱改正について 

    （３）指定管理業務の変更について（報告） 



    （４）公民館等指定管理業務について 

    （５）公民館等の指定管理者の募集について 

    （６）その他連絡事項 

 

 

○概要 

 

●案件（１）令和５年度の社会教育施策について 

【事務局より説明】 

・地域学校協働活動費補助金を創設。各校が７万円を上限とした補助金を

活用し、地域において学校運営協議会が活動するものである。 

 ・指導者派遣事業、指導者登録事業を廃止。代わりに教室の一覧を作成す

ることで、市民の方が興味のある活動を探しやすく、参加しやすくなる。

この一覧表は公会堂事業として運用を開始し、上十三の自治体内で一覧

を共有していく計画となっている。 

 ・団体活動センターの校舎内利用の停止を行う。建物の老朽化に伴い、淋

代団体活動センターと根井団体活動センターの校舎内利用を停止した。

利用停止を行うことで、維持管理費の経費削減を行うことができる。 

 ・第二次三沢市子ども読書活動推進計画を策定。令和５年度から令和９年

度までの５か年計画で策定し、関係する施策は、令和６年度から運用予

定である。 

 ・三沢市の社会教育施策に統一性を持たせるため、（仮称）生涯学習のまち

づくり計画といったような中長期的な計画が必要であると考えている。

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画については、図書館

バリアフリー法が施行されたことに伴い、各市町村も計画を作らなけれ

ばならないものとなっているので、今年度中の策定を目指そうと考えて

いる。 

 ・施設管理費の補填については、原油高により大幅な燃料費の増加が見込

まれているため、年度末を目途に増加分の負担を行う。 

【質疑応答】 

 委  員：Q 団体活動センターの建物を撤去する予定はないか。 

 事 務 局：A  根井と谷地頭については壊せる状況にあるものの、谷地頭は

災害があった際に災害住宅の用地を確保するよう国から要請

があることや、建物の一部に防衛の補助を入れている。根井

は比較的校舎状態が良いので、現在は撤去する予定はない。

その他の団体活動センターについても、土器や民具等の文化

財の保存や市役所の資料等の倉庫となっているため、撤去の

予定はない。 

 委  員：Q 団体活動センターの見まわり状況はどうなっているか。 



 委  員：Q 見まわりについて地域の人の協力は得られないのか。 

 事 務 局：A 定期的な見まわりを行っている。六川目と織笠には機械警備

を入れている。地域の人にも声を掛けながら見まわりしてい

きたいと考えている。 

 委  員：Q 団体活動センター内にグランドピアノは設置されていないの

か。設置されている場合には国際交流センターなどで活用し

てほしい。 

 事 務 局：A グランドピアノは無いが、体育用品やその他の楽器等がない

か、再度確認を行い、有効活用したい。 

 

●案件（２）社会教育関係団体登録の要綱改正について 

【事務局より説明】 

 ・現在登録されている社会教育団体は１７団体あるが、登録の期限がなかっ

たり、見直しが行われていなかったりしており、社会教育団体が受ける公

民館の使用料金免除や体育施設の３割減免などのメリットを受けるにあた

り、不明瞭な部分が多くある。要綱を改正し、登録団体の精査や見直す時

期を定めるなどする。 

【質疑応答】 

 委  員：Q 三沢市文化協会は全部で８０団体ほどあるが、要件にあえば

団体ごとに登録することができるのか。 

 事 務 局：A 基本的にはそれぞれの団体や教室が登録するというものでは

ない。文化協会に関してはこれまで通り文化協会を１団体と

して登録してもらいたい。 

 ※要綱改正についての意見が出なかったため、次回の社会教育委員会議で再

度説明を行い、意見を求める。 

 

●案件（３）指定管理業務の変更について（報告） 

【事務局より説明】 

 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止及び安定的な事業の開催のため、

子ども芸術鑑賞教室を公会堂アート展へ転換した。 

 ・計画的な樹木伐採を行うため、樹木管理に高木の剪定を追加した。 

 ・その他の変更事項については資料③-2に新旧対照表を掲載している。 

【質疑応答】 

 委  員：Q 資料③-2 の市民講座は、昨年の会議で講座の見直しや講師の

選定方法を改正する等の話があったが、現在どうなっている

か。講師の選定については文化協会でも協力できる部分があ

るので検討してほしい。 

 事 務 局：A 今の時点で講師に変更はない。講師の選定を行う際には文化

協会のほうにも声を掛けさせていただく。 



 委  員：Q 子どもの芸術鑑賞会は実施しないのか。 

 事 務 局：A 当分は行わない予定だが、もしやるときには公会堂の事業で

はなく、教育委員会の事業として行うことを想定する。 

 

●案件（４）公民館等指定管理業務について 

【指定管理者より説明】 

 ・令和４年度の事業報告と令和５年度の事業計画について説明 

【質疑応答】 

 委  員：Q 視聴覚室は窓もなく換気が不十分なため、空気清浄機を設置

してもらいたい。 

 事 務 局：A 公会堂の備品に関しては市で整備することになっているので、

前向きに検討する。 

 

●案件（５）公民館等の指定管理者の募集について 

※現在の指定管理者である三沢市立公民館の職員は全員退室 

【事務局より説明】 

 ・令和５年度で指定管理期間が終了することに伴い、新たに募集を開始する。 

 

●案件（６）その他連絡事項について 

【事務局より説明】 

 ・文化賞等の募集を行いますので、候補者がいる場合には教えていただきた

い。 

 ・社会教育委員の表彰については、東北地区は石坂委員、県は垂井委員、馬

場委員、松葉委員、沼田委員、林委員の計６名の推薦を行う。 

 【委員より意見】 

 ・社会教育委員の会議はこれまで年２回の開催であったが、昨今の社会情勢

を鑑み、社会教育等に関する知識を得るための勉強会を開催したいと考え

ている。 

                               

以上 

  

 事務局が説明を行った案件・協議について原案どおり承認されました。 

 


